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平成２５年（健厚）第１３９６号

平成２６年６月３０日

主文

本件審査請求を棄却する。

理由

第１　審査請求の趣旨

審査請求人（以下「請求人」という。）

の審査請求の趣旨は、後記第２の５記載の

原処分の取消しを求めるということであ

る。

第２　審査請求の経過

１　請求人は、事業所名をａ社（登記簿上

の本店所在地は○○市○○○○○○○○

番地の○）と称する適用事業所の事業主

である。

２　請求人は、平成○年○月○日（日本年

金機構（以下「機構」という。）○○年

金事務所受付）、Ａ（以下 ｢Ａ ｣という。）

に係る、健康保険・厚生年金保険の被保

険者資格喪失日（以下、単に「資格喪失

日」という。）を同年○月○日とする「健

康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失

届」（以下 ｢ 本件資格喪失届 ｣ という。）

を厚生労働大臣に対し提出した。

３　歳入徴収官である厚生労働省年金局事

業管理課長（以下 ｢事業管理課長 ｣とい

う。）は、平成○年○月○日、請求人に

対し、平成○年○月分保険料として○万

○○○○円を指定金融機関から口座振替

により受領した（領収日：平成○年○月

○日）旨を通知した。また、事業管理課

長は、平成○年○月○日、請求人に対し、

同年○月分保険料○○万○○○○円の納

入告知書を発行して、納入告知をした。

４　厚生労働大臣は、平成○年○月○日付

けで、本件資格喪失届に基づきＡに係る

「健康保険・厚生年金保険資格確認」の

処分を行い、同日、Ａの健康保険及び厚

生年金保険の被保険者資格喪失の効力が

生じた（健康保険法（以下「健保法」と

いう。）第３９条第１項、厚生年金保険

法（以下「厚年法」という。）第１８条

第１項）。

５　事業管理課長は、平成○年○月○日、

請求人に対し、「下記のとおり超過額が

生じましたが、健康保険法第１６４条・

厚生年金保険法第８３条・児童手当法第

２２条等の規定により平成○年○月分保

険料（拠出金）の充当整理をしましたの

で、本月分については、納入告知書を発

行しません」とする「納入告知書不発行

通知書」を送付して、納入告知書不発行

の通知をした。その超過となった理由は

「資格喪失届の提出のため。」とされてい

る（事業管理課長が上記各規定に基づき、

超過額により、平成○年○月分保険料の

充当整理をした処分（児童手当法に係る

部分を除く。）を、以下「原処分」という。）。

６　請求人は、原処分を不服として、当審

査会に対し、審査請求をした。

第３　当審査会の判断

１　厚年法第１９条第１項により、厚生年

金保険の被保険者期間の計算は月による

ものとし、被保険者資格を取得した月か

ら同資格を喪失した月の前月までを、被

保険者期間に算入するとされている。ま

た、健保法施行規則（大正１５年内務省

令第３６号）第２９条第１項、厚年法施

行規則（昭和２９年厚生省令第３７号）

第２２条第１項は、それぞれ被保険者の

資格喪失の届出は、当該事実があった日

から５日以内に、健康保険被保険者資格

喪失届又は厚生年金保険被保険者資格喪

失届を機構に提出することによって行う

旨規定している。

２　健保法第１６４条第２項、厚年法第

８３条第２項は、厚生労働大臣は、納入

の告知をした保険料額が当該納付義務者

が納付すべき保険料をこえていることを

知ったとき又は納付した保険料額が当該

納付義務者が納付すべき保険料額をこえ

ていることを知ったときは、そのこえて

いる部分に関する納入の告知又は納付

を、その納入の告知又は納付の翌日から

６箇月以内の期日に納付されるべき保険

料について納付を繰り上げてしたものと

みなすことができる旨規定している。

477



－ 468 －

３　本件の場合、Ａの資格喪失日が平成○

年○月○日であるから、Ａに係る当該適

用事業所の被保険者期間は、平成○年○

月までとなり、Ａについて同年○月分保

険料は賦課されない。一方、本件資格喪

失届は、資格喪失日から５日以内に提出

されるべきところ、請求人が本件資格喪

失届を提出したのは、約○か月後の平成

○年○月○日である。そして、Ａが平成

○年○月○日に資格喪失したとの効力は

厚生労働大臣がこれを確認した平成○年

○月○日に生じたものであるから、事業

管理課長が平成○年○月○日付でした平

成○年○月分保険料の納入告知は何の瑕

疵もない。

４　請求人は、平成○年○月分の納入告

知書が、Ａの分も合算された保険料額

（○○万○○○○円）であったため、同

年○月○日、金融機関の保険料に係る自

動引落を停止する手続をした。

５　事業管理課長は、平成○年○月○日付

で、同年○月分保険料（○○万○○○○

円）の督促状（指定期限：同年○月○日）

を、請求人に対し送付した。

６　請求人は、平成○年○月○日付、当審

査会に対し、①○月分保険料（変更前）

○○万○○○○円は支払わない（当初は

払わなくても良い、正しくなってから支

払いする事で確認していた）、②○月以

降の分は変更後の金額を支払う、③○月

分支払っていないのに充当整理されるの

は不自然であるの３点を「当社の要望」

とした書面を提出した。

７　以上から、請求人の主張を理由のある

ものと認めることができるか否かを検討

するに、上記認定の経緯によると、請求

人が資格喪失後５日以内に本件資格喪失

届を提出しなかったことが原因で、資格

喪失の効力発生が平成○年○月○日と

なったが、それよりも前の平成○年○月

○日付で事業管理課長がした納入告知に

係る保険料額が、納付すべき保険料をこ

えているという事実が生じたのである

が、厚生労働大臣は、上記２のとおり、

そのこえている部分に関する納入の告知

又は納付を、その納入の告知又は納付の

翌日から６箇月以内の期日に納付される

べき保険料について納付を繰り上げてし

たものとみなすことができるのであるか

ら、原処分は法令の規定に則って行われ

たものであって、もとより妥当である（健

保法第１８０条第４項、厚年法第８６条

第５項、国税通則法第５７条）。請求人

の主張は、理由があるものと認めること

はできない。

８　以上のとおりであるから、請求人の本

件審査請求は理由がなく、これを棄却す

ることとして、主文のとおり裁決する。
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